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発言者： 68  ／332 検索語：

○清水（湛）政府委員　当時の立案担当者と申しますか、当時の民事局長の考えと申します
か、私どもが承知している範囲内であればでございますが、自己使用の必要がある場合であ
れば更新拒絶等は有効であるというふうに解していたというふうに言われているわけでござい
ます。
　なお、正当事由のある場合の例といたしましては、賃料の断続的な不払いがある場合、ある
いは土地の現状変更のような用法違反の場合、無断譲渡があった場合、貸借人が破産した
場合などが挙げられ、そういうような事情がある場合にはやはり正当事由があるということで
返還要求をすることができるというような解釈がされておったというふうに理解しております。
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